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（1） この損害賠償事案について医療サイドに求められている事

(１) ○○○氏の事故後の状態評価（２）○○○氏の事故後の悪い状態の原因が、事故なのか、それとも既存の精神症状なのか。それとも複合であり、各々の寄与率はいくらなのか。

（2） 上記に対する３通の意見書について

（Ａ）平成７年１０月の○○医師の意見書、(Ｂ)平成８年４月の○○医師の意見書、（Ｃ）平成９年３月の○○医師の意見書が存在する。

上記の○○○氏の事故後の状態評価は（Ｃ）以外は特に詳しくは述べられていない。しかし、構音障害（聞き取りにくいが一応会話可能）、左半身の不全麻痺（手指は巧緻運動障害、足は杖歩行程度）、左膝関節の運動障害（脛骨の変形＋軽度動揺関節）などについては異論のないところと思われ、また、事故後の現在、原因はともかく精神科に入院中である事も異論無く、○○○氏は社会的にほぼ廃絶状態に近いと思われる。

しかし、最大の障害である精神障害の原因と寄与率については、これら３通は結論が一見異なっている。（Ａ）は“精神障害は本件事故により生来の分裂病が増悪したもの”として捉え、原因は複合であるとしているが、各々の寄与率は述べていない。単に“もし事故が無かった場合、就業能力は50-70%に低下していた”と推論しているだけである。(Ｂ)は、“頭部外傷ではこの精神障害が説明できない為、頭部外傷後遺症ではなく既存障害”だと推察している。しかし、現実に外傷前に比較して状態が悪化した事は間違いはなく、既存障害だけで説明するにはいささか無理があると思われる。（Ｃ）は、原因は複合であると捉え、“分裂病型障害は素因として重視されるが…･事故と無関係ではない”と述べている。そして、事故後の人格障害の発生の寄与率は“素因が４割、事故が６割”（これは後で述べるが一部誤解があると思われる）と推察している。

先ず、精神障害の原因であるが、各々の論旨を追いかけると、(Ｂ)は、既存障害と言っているがその根拠は“外傷単独では説明できないため”としている。そして、（Ａ）も（Ｃ）も外傷単独では説明できないと言っている事に変わりはない。結局これら３通は、実は同じ事（ 原因において素因は重要な要素であり、複合である可能性が高い）を言っていると思われる。

次いで寄与率であるが、この３通では、厳密には述べられていないように思われる。先ず（Ｂ）であるが、“外傷単独では説明できない”から既存障害、つまり素因が１０割と言うが、このためには既存障害単独ですべて説明できる必要がある。しかし、外傷前に比較して状態が悪化した事は否定の仕様が無く、素因が１０割には無理があると思われる。次に（Ｃ）であるが、アメリカ精神医学会の機能尺度(SOFAS)(付録１)を用いて、事故後の能力を５点、事故前の能力を５５点とし、さらに平均人の能力を９０点として、事故後の状態は平均人に比べて８５点の低下と述べている。そして、この８５点のうち事故が無かった場合の３５点の低下が４割を閉めるとして、事故後の低下の原因を全て事故に帰し、素因を４割としている。しかし、３５点の低下が既存障害である事には異論はないものの、本当に必要な数字は事故後低下した５０点について、何点が頭部外傷により、何点が素因によるかという事である。分かりやすく言うと、正常で素因の無い人（９０点の人）が同じ頭部外傷を受けても５０点もは低下せず（頭部外傷の程度は画像所見、知能テスト、受傷時の意識がＩＩ－２０と言う事を考えると、重傷ではあるが特別な重傷という訳ではない。）、この点で寄与率について一部誤解があるように思われる。また（Ａ）も、単に“もし事故が無かった場合、就業能力は50-70%に低下していた”と推論しているだけである。これは、各々別の根拠から出た数字ではあるが、（Ｃ）のSOFAS５５点に一致する。

何故これらの違いが生じたかというと、“素因である既存障害の境界型分裂病（（Ａ）と（Ｂ）と飯塚病院精神科）または分裂病型人格障害（（Ｃ））と、頭部外傷との、事故後の精神障害に対する割合を推定する”という厳密には非常に難しい問題の解答を求められている事によっていると思われる。従って、３通とも事実を丁寧に解釈していっているが、最後のところでは各々の経験に基づいた個人的な医学上の推定を述べているだけである。

しかし、現実の問題として賠償を決定する以上、事故後の低下について出来るだけ合理的な（厳密ではない可能性も存在するが）寄与率は推定する必要がある。この作業をするには、もし頭部外傷が無かった場合はどうであったか。また、既存の精神症状が無かった場合はどうであったかという基本に帰って、これら３通の異なる意見書の解釈をたどらざるをえない。

（3） ３通の異なる意見書の解釈

(i) 境界型分裂病と分裂病型人格障害について

先ず、分裂病と分裂病型人格障害について理解する必要がある。これは、分裂病は病気であり、分裂病型人格障害はあくまで性格異常であるという事である。

かつては、分裂病に似ているが分裂病だとは断定できないものとして境界型分裂病という病名が用いられた。境界型分裂病は病気の一区分として捉えられ、分裂病の一部を構成するものとして一般的に考えられた。昭和６１年時点での○○大学精神科での○○○氏の診断名は境界型分裂病であり、平成３年以降の○○病院精神科での診断も境界型分裂病である。（Ａ）と（Ｂ）の鑑定書の診断も同様である。分裂病として捉えた場合は多くは社会的に不適応となり、中には人格的に荒廃してくるものも存在する。

しかし、これとは異なる分裂病型人格障害という概念が新しく提唱されてきている。人は色々な性格を持ち、この中には周囲の人とうまくやっていくのに一定の困難を伴う性格が存在する。これは病気ではなく、あくまで性格の問題であるというわけである。従って、病気である分裂病とは異なり、分裂病型人格障害は症状的には慢性の経過をたどるが、明らかな分裂病には発展せずに止まる事が多く、進行性に人格水準の低下を来たす事は少ない。それが、（Ｃ）の鑑定書の診断名である。

さて、この○○○氏の場合、分裂病なのだがまだ完全には完成していない分裂病なのか、それとも単なる分裂病型人格障害なのであろうか。前述の如く、診断する医師により病名が異なる場合、一方的な診断を取るよりもどちらの可能性も十分に考えておく必要があると思われる。さらに、問題を複雑にするのは、分裂病の人の発症前の性格を捉えた場合、分裂病型人格障害である場合が多く、例えばこの○○○氏の場合、今の時点では分裂病型人格障害であったとしても将来的には分裂病に移行する可能性も存在することである。

（わが国でも広く用いられているアメリカ精神医学会の最新分類に従う限りにおいては、一番新しい概念で診察している（Ｃ）鑑定がより正しい可能性が高く、平成９年時点では分裂病型人格障害の可能性が高いというのが、最も蓋然性が高いのではないだろうか。）
(ii)アメリカ精神医学会の機能尺度（SOFAS）を基にした臨床経過の推定(図１)
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図1において、横軸は時間軸であり、縦軸がSOFASの得点である。昭和61年は、当時診察した○○大学精神科の医師が（Ｃ）鑑定作成に参加しているし、平成9年は、今判定しているから確定値で正しい数値と捉えてよいと思われる。しかし、平成3年の事故前と、事故後は推定値にすぎない。

ここで、○○○氏が分裂病とした場合は、SOFASの得点は徐々に低下する可能性があるため、事故前と事故後を推定値として示した。この場合、寄与率を考えに入れないと事故の影響は（ｂ）となる。これが、（Ａ）と（Ｂ）の鑑定書の考え方である。

次に、分裂病型人格障害とした場合は、SOFASの得点はあまり変化しない事となり、事故前と事故後を推定値として示した。この場合、寄与率を考えに入れないと事故の影響は（a）となる。これが、（C）の鑑定書の考え方である。

そして、平成9年の正常人からの低下が（ｃ）とみなされるが、この（ｃ）のうち、（a）または（ｂ）が事故の影響となる。

ここで、鑑定（Ｃ）の考え方の方がより正確なのか、それとも鑑定（Ａ）と鑑定（Ｂ）の考え方の方がより正確なのか判定するに際し、平成2年及び、平成3年の○○○氏の状態を正確に捉えることが重要となってくる。例えば、平成2年においては、職場も欠勤し、離婚もしている。これは、社会との不適合の存在を示している。この場合は、鑑定（Ａ）、（Ｃ）の方がより正しい可能性がある。また、平成3年の“○○設備工業の上司も仕事ぶりは非常に真面目で欠勤も少なく、この期間、精神症状は軽くなっていた。”（鑑定（Ｃ）9ページ）という記載が存在する。この鑑定（Ｃ）のこの部分の記載が正確な場合は、より、鑑定（Ｃ）の考え方が正しいと思われる。

(iii)あるがままについて

これは難しい問題ではあるが、精神症状も身体的症状と同様に考えると分かりやすい。事故を起点として精神症状が悪化するわけであるが、この時、正常人が悪化した場合、その悪化の全ての責任が事故による事は論を待たない。しかし、基礎疾患の精神障害が存在して非常に外的要因で内的な素因が顕在化しやすい状態となっていた場合、結果の全ての責任をその外傷に帰するという事は公平という観点から果たして適当であろうかという事である。上記のアメリカ精神医学会の機能尺度（SOFAS）で言えば、９０の人が同じ事故に出会った場合５０も下がらないであろうにもかかわらず、基礎疾患が存在したから５５から５０下がった時に、この下がりの全てを事故のせいにしてよいのかという問題である。

今回の鑑定者の全てについて、このあるがままの概念、また、今回がこの概念の適応状態であるという事が議論されていないと思われる。

（例えば、“頚椎症で骨の変形の非常に強く、あと一歩進行すれば手足の麻痺が生じる可能性の高い人”が事故に遭遇した。この人は、事故前は手の痺れを訴えていただけであったが、事故後は四肢麻痺となり寝たきりになってしまった。事故が保証するのは、健康人―＞寝たきりか、または、素因（骨の強い変化）を勘案するかということである。）

(iv)脳損傷の部位および画像所見  (優位半球の前頭葉の損傷で精神症状が生じる。非優位半球の前頭葉の損傷では殆ど症状が生じない。一般に右利きの人は左大脳半球が優位半球であり、左利きの人は右大脳半球が優位半球である事が多い。この○○○氏の場合、（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）とも左右の利き手の検討が無く、優位半球が検討されていない。）

（Ａの記載）この被害者の示している程度の脳損傷では長期的な精神障害を説明できない。

（Ｂの記載）精神症状は前頭葉の障害で生じ易いが、この被害者では右側頭葉のみにしか認められない。 

(○○病院の記載)４月２８日事故当日のＣＴでは、右前頭―側頭葉に脳挫傷が疑われたが明らかではなかった。５月８日のＭＲＩでは、右側頭葉に小さな脳挫傷を認めるだけで、不穏を起こすような前頭葉病変もない。

（Ｃの記載）右側頭葉と右頭頂葉に浮腫が認められる。

（これらについて、一般に頭部外傷をもっともたくさん診察する脳神経外科（○○病院脳神経外科）の記載が最も信頼性が高いと思われる。つまり、“右側頭葉には小さい脳挫傷が存在し、右前頭にも脳挫傷が疑われるが明らかではない。”というのが最も信頼性が高いと思われる。何れにしろ、強い精神症状を説明しうるような画像上の所見は存在しないという事である。）
(v)ウエクスラー知能テスト（ＷＡＩＳ―Ｒ）

（Ｃ）鑑定によると、明らかな知的機能の低下はなく、頭部外傷による広範な脳機能の低下はない。これは、あまり全脳的なダメージがないことを示し、頭部外傷が非常に重傷というわけではなかったことを示唆している。従って、この点でも外傷のみでは精神症状の説明が難しい事を示している。

（４）（Ｃ）鑑定の長所と問題点

(i)長所

数字として評価する事が難しい物に対して、第三者が数字的な評価を出している点は評価すべきである。つまり、事故前においてこの○○○氏の能力は通常人の５５／９０であったということ。ついで、最終的な能力が通常人の５／９０であるという事は利用するべきであろうと思われる。精神症状と身体要素の複合した能力低下について、賠償を具体的な数字として考える場合、この（Ｃ）によって提示されたアメリカ精神医学会の機能尺度（SOFAS）を基にした能力が確かに一つのきちんとした指針ではないだろうか。
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(ii)問題点の例

直前の(i)長所で（Ｃ）鑑定を利用しようといったにもかかわらず、その一番肝心な数字的なところで（Ｃ）鑑定には実は多くの問題点が存在する。その一つの例として、２３ページの人格障害を具体的に述べる。

一般人口において３％の人が分裂病型人格障害を持つというデータは正しいだろうと思うが(ただしアメリカにおいて)、事故に出会った人の３％の人が事故前より分裂病型人格障害を持つかどうかは不明である。一般的には、分裂病型人格障害のある人の方が事故にあう確率は高いかもしれない。（証拠は無い。）

事故後の分裂病型人格障害が生じる割合は、外傷が強ければ強いほど高いと思われるが、外傷の程度が特定されていない為、そもそもこのデータは使えない。従って5.8-17.8%というのは本当は何を言っているのか不明である。しかし、一応15％として図２を示した。

さらに、この場合、３％と１５％で２割と（Ｃ）の鑑定者は言いたいかもしれないが、これは、事故後に分裂病型人格障害が存在する人で、事故前から分裂病型人格障害のあった確率が２割であることをいっているに過ぎない。つまり、外傷前から分裂病型人格障害があったのが分かっている人の場合、事故前から分裂病型人格障害が有った確率は１０割と言え、この点での（Ｃ）の鑑定者の議論は実は意味がないと思われる。

（５）まとめ

今回、後遺症判定を複雑にしているのは、主たる病変が精神症状であり、既存障害および大きい素因が存在するという事である。そして、この人が頭部外傷に遭遇して重大な後遺障害をきたした為、家族に不満および実際的な負担が生じ、保険会社との間で争点となったと思われる。

一般的な後遺症による賠償の基準は、事故前と事故後の差を保証するという事である。この○○○氏の事故前の精神症状を判断すると、軽易な仕事にしか付けないもの(自賠責7級・傷害保険５８％の能力)か、または付ける仕事がかなり制限されるもの(自賠責9級・傷害保険７４％の能力)程度と考えられる。この値は、SOFASの５５／９０＝６１％と比較的良く一致する。そして、事故後の状態は、後遺症等級では１級(０％の能力)、SOFASでは５／９０＝８％となる。つまり、５０－６０％を保証する必要が存在する。

そして、これに素因の考え方を追加する必要がある。もし事故が無かったとした場合、（将来的には分裂病が進行する可能性は存在するため、この可能性を勘案しないのは、実は被害者サイドに有利な考え方である。）事故直後の時点で、これほどは低下しないであろうと思われる。一方、素因がなかった場合は、同様に、事故のみではこれほどは低下しないであろうと思われる。両者とも重要な要素であるため、その各々の影響を５０％と５０％とするのは如何であろうか。その場合は、５０－６０％の半分の２５－３０％が、全体の能力の低下について頭部外傷に起因するところとなる。（または、被害者に少し有利に捉え、素因：事故を１：２として、３５―４０％が事故のせいと考えてもよい。）

さらに付加えると、全く精神症状を考えないとしても、膝の障害＋脛骨の障害で11級、杖をつく程度の左麻痺で７級、歯で14級で合計6級(傷害保険５０％の能力)は存在するため、事故の責任は最低１０％は必ず存在すると思われる。

所得の観点から言えば、通常の人と比較した場合は、その低下の２５－３０％（または３５―４０％）が事故によると考えるべきである。また、事故前の平均所得がわかるなら、上記の理由からその半分（または２／３）は事故に責任があると考えてもよい。さらに精神科における医療費についても、同様に考える必要が存在すると思われる。
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